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'
.

猫
逸

の
戦
時

財
産
差

増
税
.

新

法
案

に
就

て

,

汐

見

三

郎

輯

第
四
十
議
・曾
を
通
過
し
大
正
七
年
三
見
二
十
三
日
法

律
第
九
號

こ
し
て
公
布
せ
ら
れ
た
る
戦
時

利

得

税

法
.

は
、
我
租
税
史
上
催
に

一
新

紀
元
を
劃
し
た
も

の
ε
云

っ
て
も
過
言
で
あ
る
ま

い
。
蓋
し
租
税
が
牧
人
の
目
的

以
外

に
、
肚
曾
政
策
の
目
的
を
蓬

す
る
手
段
ご
し
て
も

重
大
猛
る
使
命
を
有

す
る
事
は
、
戦
時
利
得
税
に
俵

っ

て
最
老
雄
舞
に
物
語
ら
れ
た
か
ら
。

千
九
百
†
三
年

の
一猫
逸
の
租
税
改
革
特

に
帝
国
椀
ご

し
て
財
産
税

(圏W量
叶里
Φ
冠
こ
の
新
設
は
、
世
界
戦
齪
あ

準
備
窮
鳥
嬉
し
て
賞
塒
償
傾
　せ
ら
れ
な
所

で
あ
る
。
糊

第
九
巻

第

六
號

西

響

九
〇
八

戦

以
來
公
債

至
上
主
義

は
濁
逸

の
戦

時
財
政

の
信

條

こ

な

っ
て
居

っ
た
が

、
戦

局
の
彌

久

ご
共

に
遂

に
失

敗

の

止

む
無

き

に
至
り

、
千
九
百

+
六
年
度
以
降

に
は
新

税

増

税
相
縫

ぎ
辛

く
も
戦

時
中

の
塀
歌

意
支

へ
得

た

の
で

あ

っ
た
。

財

産
醗

の
形
式

を

取

っ
て

居

る
も

の
だ

け

で
も
千

九

百
十

六
年
六

月

二
十

「
日
戦

時

利
得
税

法
、

層

千
九

百
十
七
年

四
月
九

日
戦
時
利
得

税
附

加
税
法

、
其

他

千
九

百
十
八
年

の
法
人
戦
時

利
得

槍
法
を
藪

へ
る
事

が
出

来

る
。

而
し

て

近

着

の

「
葬
鼻
ε
諄
o『
N
鉱
斤雪
αq

六
月

二
十

九
日
號

起
依

る
ご
、
戦
塒
財
産

差
増
税

法
案

(O
①。。g
N2
コ
謹
「「
ま
。
「

。7
・。

罫
,冨
σq。・p
8

pσ
Φ

く
o
円

く
臼
ヨ
α鴨
蕊
N
旦
毒
o
㎡

)
が
新

に
最
近

国
民

議
く曾
に
提
出

せ
ら
れ
陀

や
う

で
あ

る
。
戦

時
利
得

穐
法

(千
九
百
十

六
年
六
月

二
十

一
日
法
律
)
で
は
、
個

人
及

び
法
人

の

髪
方

に
課

税
す

る
こ

こ
に
な

っ
て
居

つ
な
が
、
其
後
個

人

ε
注
入

ε
を
分

ち
税

す
る

こ
ご

、
な
り
、
法
人

の
課

税
は
年

々
繰
返

さ
れ
た

の
で
あ

る
が
、
個
人

の
方

は
租

税
技
術
よ

の
理
由

よ
り

し
て
遂

に
戦
争

終
了
迄
延
期

す

る
の
止

む
無

き

に
至

つ
だ

の
で
あ

る
。
今

回

の
戦

塒
財

産

差
増
税

非
常
茶
は

、
什
㎝鉄
帽

を
補

ふ
爾

め
仁
起

つ
虎
も

1}神 戸博士 、欄 逸 の租鏡 改革(京 都 法學會雑誌第 九巻第五號一 五四一一五入貢)



の
で
、
戦
争

の
全
期
闘
一
(千
九
百
十
三
年
十
二
月
一二
十

一
日
よ
り
千
九
百
十
八
年
十
二
月
三
十

一
日
に
至
る
)

に
わ
た
る
個
人
の
戦
時
利
得
を
專

ら
課
税
せ
ん
ε
す
る

も
の
で
あ
る
。

凋
逸

の
戦
時
財
産
差
増
税
ε
我
国
の
戦
時
利
得
税
ご

は
、
其
本
質
に
於
て
、
課
税
形
式
に
於
て
、
頗
る
面
白

い
野
照
を
示
し
て
み
る
。、
凋
逸

の
分
は
手
元
に
充
分
の

材
料
無
き

儘
前
掲

の

剛
第
三
(津
「件の
「
N
o
同げロコ
σq

の
傳
ふ

る
該
視
法
案

の
記
事
に
擦
る
こ
ご
、
し
な
。
我
戦
時
利

得
税
法
第
三
條
は
租
税

の
主
艦
を
大
別
し
て
法
人

(第

・

三
篠
第
二
項
第

「
號
)
ε
個
人
ε
の
二
ご
し
、
後
者
を

更
に
分
っ
て

一
般
利
得

(第
三
條
第

二
項
第

二
號
)
と
船

舶
鑛
業
砂
糖
業
に
關
す
る
利
得

(第
三
像

第
二
項
第
三

號
)
ε
に
し
て
る
る
が
、
　御
逸

の
そ
れ

と
の
比
較

の
便

宜
上
個
人

の
利
得
特
に

一
般
利
得

の

分
の
み
を

取
ヴ

出
す
ご
ピ
に
し
π
。
故

に
、
正
確
に
云
へ
ば
、
本
論
丈

は
凋
逸
戦
時
財
産
差
増
税
法
案

ε
我
戦
時
利
得
税
法
中

の
個
人

一
般
利
得

の
分
ご
に
就
き
、
本
質
.
納
椀
義
務

者
、
課
挽
物
膿

の
計
算
方
法
、
菟
挽
黙
、
挽
牽
、
課
税

の
範
園

の
六
黙
を
ば
、
ご
く
大
膿
に
通
じ
て
観
察
し
だ

曹

雑

鍛

蜀
逸
の
戦
時
財
産
差
堆
醗
新
法
案
F
腕
て

に

過

ぎ
な

い
。

、

二

我
国
の
戦
時
利
得
税
も
猫
逸

の
財
産
差
増
税
も
、
共

に
戦
時
利
得
を
税
源

ご
し
て
み
る
9
戦
時
利
得
は
之
に

課
税
す

べ
き
や
否
や
が
既
に

一
問
題
で
あ
る
が
、
其
根

櫨
は
財
政
的
方
面
ε
肚
會
政
策
的
方
面
ε
の
二
黙
に
於

の

て
學
者
の
充
分
説
明
し
だ
所

で
あ
る
。
租
税
は
現
代
の
-

財
政
の
理
論
及
び
實
際
よ
り
見
て
牧
人
の
中
心
を
形
成

す
る
も

の
で
あ
る
。
特

札
戦
時
利
得
の
如
き
偶
然
利
得

の
性
質
を
帯
ぶ
る
も
の
は
罐
悦
力

頗

る

人

な

る
が
故

に
、
牧
入
を
得

る
の
目
的
よ
り
見
て
も
好
筒
の
財
源
た

る
を
失
は

漁
の
で
あ
る
。
更

に
租
税
を
砒
會
政
策
の
目

的
を
達
す
る
手
段

こ
し
て
考

へ
る
時
は
、
益

々
戦
時
利

得
税
存
立

の
理
由
が
明
白
に
な

っ
て
く
る
。
戦
争
は
從

來
の
富
の
分
配
を
破
壊

し
私
有
財
産

の
上
に
も
異
常

の

愛
化
を
齎
す
も

の
で
あ
る
。
国
家
目
的

の
外
延
的
及
び

吋
充
的
概
張

の
爲
め
経
費
彫
板
が

一
段
其
方
を
強
め
て

み
る
今
日
に
在
り
て
は
、
牧
入
の
中
福
だ
る
相
槍
に
依

り
偶
然
性
を
有
し
其
櫓
視
力
大
な
る
職

時

利

得
を
捕

へ
、
以
て
之
に
充

つ
る
ば
誰
し
も
異
論

の
無
い
所
で
あ

第
九
巻

(節
穴
號

一
四
五
)

九
∩
九

2)小 川博士、職益税論(金 井教授 在職二十五年記念 最近記會政 策六九一 一七 つ四頁)
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,

雑

鎌

猫
逸
の
戦
時
財
産
差
増
税
蜥
法
案
に
就
て

る
。
.
.

戦
時
利
得
は
二
つ
の
方
法
に
.依
っ
て
税

ず
る
事
が
出

ゼ

来
る
9
蒜

は
.戦
時
利
得

の
成
立
の
途
中
を
捉

へ
る
も
.の

」

他
は
職
.膝
利
得
の
成
立

の
終
局
を
課
.枕
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
後
者
を
牧
租
税

の
形
式

と
云
ひ
前
者
を
交
通
税

の
方
法
泣
名
付
け
み
こ
ε
が
出
來
る
。
牧
利
視

の
形
式

に
依

る
徴
牧
は
、
戦
貼府
利
得

を
洩
れ
猛
…く
…捕
…
へ
る
ご
一耳

ふ
黙
に
於

て
、
.且

つ
綜
合
累
進

を
行

ひ
得

る
と
云
ふ
黙

に
於
て
、
交
通
税
の
形
式
に
依
る
徴
税
よ
り
も
優

っ
て

」

み
る
。
牧
利
挽
の
形
式

に
依

る
場
合
は
更

に
牧
益
税
の
.

形
式
、
財
産
税
の
形
式
、
所
得
視
の
形
式
ご
に
匠
則
す

る
こ
ご
が
出
家
る
⑭
課
税
技
術
か
ら
は
後

の
両
者
一を
一選
}

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
財
産
税
ご
所
得
税
ε
の
孰
れ

を
採
用
す
べ
き
や
ご
云
ふ
に
、
両
者
共
に
綜
合
累
…進
が

出
來
且
つ
洩
れ
無
く
捕
捉
し
得

る
ε
云
ふ
特
色
を
有
し

て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
.其
國
に
既
に
存
せ
る
税
法
に

依
っ
て
其
取
捨
を
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
濁
逸
で
は
千
九
百

十
三
年

に
財
産
税
法
を
定
め
.な
か
ら
、
其
調
査
を
其
儘

戦
時
利
得
税

に
慮
用
す

る
こ
と
が
出
京
る
の
で
、
.財
産

税
の
形
式
を
保

つ
た
。
.其
第

一
條
に
曰
く

「
本
法

ノ
規

第
九
巻

(
第
六
號

】
四
六
)

九

一
Q

定

二
依
リ
定

メ
タ
ル
財
産
差
増

二
割

シ
戦
時
財
産
差
増

挽
ヲ
賦
課

ス
L

と
。
我
國

二
挺
て
は
財
産
税

な
る
も
の

.

が
嘗
て
存
在
し
な
か
つ
な
の
で
、
戦
聴
利
得
挽
法
第
一二

條
及
び
第
⊥
ハ
條

の
規
定
に
依
り
、
所
得
税
法
を
基
礎

こ

す
る
形
式
を
採
用
し
て
み
る
。
財
産
視
ε
所
得
税
ε
の

此
差
異
が
や
が
て
彼
我
の
嘔

別
を
作

っ
て
み

る
重
要
の

黙
で
あ
る
。
.三

畑御
逸

の
戦
時
財
産
差
増
税
法
案

で
は
、
其
第

二
條
が

一
納
税
義
務
者
の
限
界
を
明
確

に
し
て
み
る
。
本
.久
を
掲

げ
る
ご
次

の
如
く
で
あ
る
。

一

左

二
拍胸
グ
ル
活

ハ
細
螺
課
税

財
産

ノ
差
堵

　一
封

シ
テ
納
税

/
義
務
チ
右
回

μ}
猫
逸
国
民
・
但
獅
遙
園
内

二
住

所
テ
有
セ

ス
旦
夕
グ
ト
モ
千
九
百

・

十
四
単

一
月

一
H
以
来
引
継

キ
外
國

=
住
居

ス
ル
者

チ
除

ク
此
例

外

八
省
轡
領
事
チ
除

ク
ノ
外
外
國

二
職
務
上

ノ
住
所

チ
有

・
ル
官

吏

二
八
適
用

セ
ス

二
郷
逸
園
内

二
住
所
叉

ハ
引
績

キ
居
厨

一ア
有

沼
ル
外
画
八

二

国
籍
佳
所
叉

ハ
居
所
ノ
如
何

チ
開

ハ
ス
総
テ
ノ
自
然
人

ハ
両
国

二
布

ル
土
地
財
産
及
瞥
業
財
産

ノ
差
爵

二
村
.テ
納
税

必
義
務
チ
有

人

.

義

戦

恥
.利

得

税

注

は

其

義

務

者

を

}
帝

園

内

に

住

所

a)小 川排土、我戦時利得税 葎論ず〔経済 論叢第 七巻第二號ニー入貢}



を
存
ず
ゐ
者
.
二
帝
国
内

に

一
年
以
上
居
所
を
有
す
る

者
,
ハ第

一
條
)

三
前
二
項
に
.該
當
せ
ざ
る
も
帝
國
内

に
資
産
叉
は
笹
葉
を
有
し
其
利
得
あ
る
者
(第

二
條

)
ご

定
め
て
み
る
。

納
税
義
務
者

の
黙
に
つ
い
て
は
蔓
方
共

に
大
髄

に
於

て

一
致
し
て
み
る
。
嗣

四

猫
逸

の
該
椀
法
案

は
其
第
三
條

に
於
て

「
財
産
差
堰

「-・
ハ
始
期
財
産
ト
終
期
財
産

ト
ノ
差
額

ヲ
云

ア
」
ご
定

め
て
居
る
。
然
ら
ば
始
期
財
産

己
は
何
ぞ

や

&

云

ふ

に
、
第
四
條

に
於
て

「
始
期
財
産

ト

ハ
千
九
百
十
三
年

七
月
三
日

ノ
財
産
税
法
ノ
規
定

　
依
り
第

一
回

ノ
財
産

税
賦
課

二
際

ン
始
期
財
産

ト
シ
グ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

又

ハ
定

メ
ラ
ル
ペ
キ
筈

ノ
モ
ノ
ヲ
云

フ
」
と
し
、
更
に

終
期
財
雇
に
就
て
は
第
五
條
が

「
終
期
財
産

ト

ハ
財
産

税
法

ノ
規
定

　
依

り
評
定

セ
ラ
ル
ヘ
キ
千
九
百
十
八
年

+
二
月
三
+

一
日
現
在

二
於
ケ

ル
納
税
義
務
者

ノ
財
産

ヲ
云

フ
」
ご
説
明
し
,
第
六
條
乃
至
第
十
四
條
に
終
期

財
産
一に
加
減
ず
る
も

の
並
に
一兵
計
　箕
山力
法
等
を
詳
細

に

規
定
し
て
あ
る
。

雑

鋒

捌
逸
の
戦
時
財
産
差
増
税
噺
法
案
F
就
て

.

我
戦
時
利
得
挽
法
第
六
條
に
依
る
ご
、
↓

「戦
前
エ

年

の
年
増
所
得
金
額
」
及
び
二

「其
金
額

の
百
分
の
二

+
に
當
る
金
額
」
を
課
税
を
受
く
べ
き
年

の
所
得
金
額

.
か
ら
差
引

い
た
痩
金
を
戦
時
利
得
こ
し
、
本
税

の
裸
視

物
禮

ご
し
て
み
る
。

一
方
は
所
得
を
課
税
物
膿
ご
し
、
地
方
は
財
産
差
増

を
以
て
之
に
充
て

、
み
る
。

こ
れ
即
ち
濁
逸

に
は
財
産

挽
注
存
せ
る
に
拘
は
ら
事
我
国
は
所
得
槍
法
を
有
す
る

に
過
ぎ
ざ
る
結
果
で
あ
っ
て
、
我
國

ご
し
て
は
蓋
し
止

む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

五

濁
逸
で
は
冤
穐
黙
を
二
つ
の
方
面
よ
り
定
め
、
以
て

経
済
上
、の
弱
者

に
封
ず
る
課
税

の
打
盤
を
保
護
し
て
み

る
。
帥
ち
第
十
五
係
は

「
本
税

ハ
終
期
.財
産
力

一
萬
鷹

ヲ
超

ユ
ル
場
合

二
之
ヲ
微
牧

ス

総
額
五
千
鷹
ヲ
超

ユ

ル
差
増
財
産

ノ
ミ
納
税
ノ
義
務

ア
リ
」
ど
定
め
て
み
る

か
ら
㍉
終
期
財
産

が
.一
萬
鷹
以
下
な
る
時
は
勿
論
、
假

令
終
期
財
産
が

一
萬
廠
…を
超

え
て
も
始
期
財
産
ご
終
期

財
産

こ
の
差
増
総
額
が
千
悔
以
下
な
る
…府
は
當
然
免
税

の
恩
典
に
浴
す
る
課
で
あ
る
。

第
九
巻

(第
六
號

一
四
七
V

九
=

,
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1

難

簸

獅
逸
の
戦
時
財
産
婁
滑
脱
新
法
案
に
就
て

日
本
の
方

は
、
戦
時
利
得
税
法
第
六
條
第
四
項
に
依

り
、
利
得
金
額
三
千
圓
未
満
な

る
特
に
限
り
戦
時
利
得

税
を
課
せ
ら
れ
な
い
こ
ご
に
な
っ
て
み
る
。
凋
逸

の
に

比
し
免
税
黙
は
遙

に
高

い
ピ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

六

挽
法
の
制
定
に
際
し
特

に
重
要
な
の
は
視
牽

の
刻
み

方
で
あ
る
。
い
く
ら
他

の
黙
に
苦
心
し
て
も
㌔、
税
率
が
度

を
失
す
る
ご
、
其
税
法
の
精
帥
は
過
宇
渡
却
せ
ら
れ
る

鐸

で
あ
る
。
故
に
繁
を
煩
は
争
多
少
詳
細
に
述

べ
よ
う
・

濁
逸
戦
時
財
産
差
増
挽
法
案

に
依
れ
ば
、
枇
牽
に
關

し
て
は
第
十
六
條
に
規
定
が
あ
る
が
、
政
府
ε
聯
邦
委
.

員
會

`
は
此
黙
に
於
て
多
少
意
見

の
齟
齬

を
来
し
て
み

る
よ
う
で
あ
る
。
歌
府
側

で
は

「財
産
差
樽
額
チ
左
ノ
沓
級
r
一匠分
シ
逸
次
二
各
税
傘
チ
適
用
ス

財

産

差
増
額

6

、〕8

麻

起

ノ
額

二
付

テ

ハ

右

ノ
金

額

ナ
超

過

ス

ル

「
ト
一
〇
、
0
8
麻

池

ノ
額

二
村

テ

ハ

岡

δ

δ
8
麻

遙

ノ
額

二
村

テ

ハ

同

.

き

、
8
0
麻

迄

/
額

二
付

テ

ハ

同

・

吾

δ
2
麻

迄

/
額

付

ア

ハ

同

三
〇
、
O
Oロ
麻

迄

ノ
額

二
村

テ

ハ

同

一8

δ

OO
麻

遙

ノ
額

二
村

テ

ハ

同

一δ
O
δ

00
麻

り迄
ノ
額

二
村

テ

ハ

看

/
金
額

テ
皿

三
超

渦

ス

レ
纈

二
付

テ

ハ

§ 合 誉 …壬讐 乏}只 三 百
%ρ6%%%%%%%
」

.
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九
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(第
六
號

一
四
八

V

九

「
二

と
し

て
居

る
に
反

し
、
委
員
會

の
意
見

で
は
左

の
如

く

で
あ

る
Q
、

,

「
財
産
差
酎
額

テ
左

ノ
斉
級

二
匠
分

シ
逓
次

二
者
税
率

チ
適
用

ス

財

産

差

増
額

6
δ
8

麻
迄

ノ
額

二
付

テ

ハ

右

ノ
金
額

ツ
超
掴迎
ス

ル

コ
ト
一〇
、O
O
口麻

迄

ノ
額

二
付

テ

ハ

同

δ
δ

0ロ
麻
迄

ノ
額

二
村

テ

ハ

同

,

、

二
〇
δ
8
麻

迄

ノ
額

二
村

テ

ハ

同

互
O
δ
O
Q麻
田迄

ノ
額

二
付

テ

ハ

同

君
0
δ
O
O麻

迄

ノ
額

二
付

テ

八

間

苔
0
、0
8
麻

迄

ノ
額

二
付

テ

ハ

同

、

舌

O
δ
8
麻

遙

ノ
額

二
付

テ

ハ

同

旨
0
δ
8
.麻

遙

ノ
額

二
付

テ

ハ

同

蓉
0
δ
8
麻

迄

ノ
額

二
付

テ

ハ

同

五
8

、8
0
麻

遙

ノ
額

二
村

テ

ハ

同

右

ノ
金

額

チ
超
漸避
ス

ル
額

二
付

テ

ハ

o九 八 七 六 旺 四 三 二 二 一 一
　 ロ 　 ロ 　 口 口 ロ ほ 　 な ロ
%%%%%%%%%%.%%
」

但
し
第
十
七
篠
…
の
規
定
に
擦
り

「
千
九
百
十
⊥
ハ
年
⊥
八

月
二
十

一
日

ノ
戦
時
利
得
税
注
並
千
九
百
十
七
年
四
月

九
日

ノ
同
附
加
税
法

二
依
リ
納
税
義
務
者

力
負
擢

シ
タ

ル
〃狽

ハ
婿夘
十
山
ハ
條

/
税
額

ヨ
リ
之

ヲ
韮仁
引
ク
」
こ
ご
Σ

な

っ
て
み
る
。

我
戦
時
利
得
税
没
は
、
第
四
條
第
二
項
第
二
號
に
於

て
利
得
金
額

の
百
分

の
十
五
を
賦
課
す
る
こ
ご
を
定
め

て

み

る
。

臨

＼



●

納

税

義

務

者

の
財

産

差

増

額

(
濁

逸

の

場

合

)
及

び

利

得

金

額

(
我

国

の
場

合

)
を

試

起

次

の

如

く

に

定

め

、

こ

れ

に

彼

我

の

税

率

を

充

て

ば

め

る

ご

、

か

く

の
如

き

結

果

ご

な

る

。

}
、
濁
逸
の
帝
国
戦
時
財
産
差
増
税
法
案
に
依
る
課
税
額

納
税
義
務
者
の

政
府
案
に
俵
ろ

聯
邦
委
員
會
案

に
依
る
課
税
額

財
産
差
塘
額

課
税
額

δ
、8
ロ
麻

一
、0
8
琳

一
、8
0
療

二
〇
、
8
0

・

二
、置
O
O

二
、五
〇
〇

三
R
8
0

四
、瓦
8

四
、吾
〇

三
五
δ
8
.

.六
δ
8

五
、醤
0

6
0
、0
8

冒δ
、春
0

【西
、吾
0

冨δ
0
ロ
8

　
四〇
、吾
O

=
幽
.吾
O

証
O
O
、
口
0
0

三
〇
ロ
ー
五
〇
〇

二
三
四
、五
〇
〇

一
、〔8

δ
8

合

0
、
8
0

六
一四
、五
8

一
、吾

0
、。
0
0

一
、言

0
、吾

O

一
δ
茜

、吾
〇

二

「
我
国

の
戦
時

利

得
税

法

に
依

ろ
.課
税
額

膿
繕

港

、㍊
購
聯
編
第

籠
器
圓

一誌
圓

一
五
δ

8

二
、
一冠
0

`

冨

、
吾

0

昌
、
六
二
E

五
〇
、
D
O
O

七
、
E
O
O

一呑

、0
8

昌昌
、吾

O

量

0
δ
0
0

老

、五
8

五
〇〇
δ
O
O

葺

、
ロ
O
O

藍

R

ロ0
0

一
三

、吾

0

離

農

猫
蓮
の
戦
時
財
産
差
滑
脱
蜥
法
案
に
就
て

凋
逸
で
は
百
五
十
萬
厩

の
財
産
差
増
額
に
封
し
實
に
百

=
一十
萬
蹴
内
外

の
重
税
を
課
す
。
我
國
で
は
七
十
五
萬

圓
.の
利
得
金
額
忙
・黝
し
十

一
萬
武
千
圓
の
戦
時
利
得
税

に
止
ま
る
。
し
か
も
そ
の
我
国
に
は
、
年
々
敷
百
萬
圓
の

利
得
を
算
す
る
成
金
あ
る
事
は
衆
知
の
事
實
で
あ

る
。

要
す
る
に
、
濁
逸

の
方
で
は
其
刻
み
方
に
就
て
は
多

少

の
異
論
は
有
る
も
の
、
、
等
し
く
超
過
額
累
進
主
義

を
襲
ひ
、
且

つ
甚
だ
高
率

の
税
を
課
し
て
み
る
。
然
る

に
我
国
で
は
…卑
純
な
る
比
例
主
義
を
探
り
、
そ
れ
も
利

得
金
額

の

一
割
五
分
ご
云
ふ
極
め
て
緩
な

る
も
の
で
あ

る
。
偶
然
利
得
を
物
膿

ご
す
る
以
上
、
此
黙
は
餓
程
考

究

の
必
要
が
あ
ら
う
。

濁
逸

の
法
案
に
依
る
ご
財
産
差
増

は
千
九
百
十
三
年

十
二
月
三
十

一
日
の
始
期
財
産
と
千
九
百
十
八
年
十
二

月
三
十

一
日
の
終
期
財
産
こ
の
差
額

に
依

っ
て
定
ま
る

.

の
で
あ
る
か
ち
、
戦
時
中
に
増
加
し
た
る
財
産
全
盤
を

洩
れ
無
く
捕
捉
す
る
こ
`
、
な
っ
て
居
る
。

然

る
に
我
戦
時
利
得
税
法
は
其
附
則
に
依
り
大
正
七

年
度

分
に
之
を
適
用
し
、
し
か
出
媾
和
條
約
調
印
の
日

第
九
巻

(第
六
號

一
四
九
V

九
=
二

血

噛



噛

ド

雑

躁

濁
逸
の
戦
時
財
産
差
滑
惟
新
法
案
に
就
て

の
旙
す
る
年
掛
限
り
即
ち
大
正
八
年
分
限
り
之
を
腹
止

す
る
事
ε
な

っ
て
み
る
。
從

っ
て
大
正
七
、
入
年
両
年

度

の
所
得
差
増

に
課
枕
し
た
る
に
止
ま
り
戦
時
を
全
通

し
て
ρみ
な
い
の
で
あ
る
.

故
に
課
税
の
範
國
に
於
て
も
、
我
国
の
は
濁
逸
の
そ

れ
よ
り
甚
だ
寛
大
で
あ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
は

百
尺
干
頭

一
歩
を
進

め
、
或
國
に
於
て
も
大
正
四
、
五
、

六
年
度
に
.遡
り
て
所
得
差
増
税
を
課
す
る
も
の
も

一
策

で
あ
る
ε
信
ず
。

八

・

濁
逸

は
…戦
前
参
干
五
百
億
庸
…の
國
冨
を
擁
す
ご
　幣
せ
.

ら
れ
て
居
た
が
、
今
度
の
職
箏

の
結
果
千
参
百
九
拾
億

獅
、の
戦
費
を
費
し
.且

つ
少
く
ξ
も
千
億
鷹
に
上

る
べ
き

賠
償
金
を
支
彿
は
ね
ば
な
ら
ね
や
う
に
な
る
ら
し

い
。

必
要
は
萬
事
を
支
配
す
る
ご
や
.ら
、
其
財
源
を
求
む
る

.

爲
め
頗

る
思
ひ
切

つ
だ
相
槍
改
革
を
断
行

し
た
の
で
あ

、

る
。
戦
時
中
ε
く
僅

の
戦
費
を
費
し
、
し
か
も
其

の
間

に
富

の
増
加

の
大
な
り
し
我
国
ご
は
、
同
日
の
談

で
は

無
か
ら
う
。
然
し
両
者

の
戦
時
利
得
税
を
比
較
す
る
と

飴
り
に
其
懸
隔
の
人
な
る
に
驚
か
ざ

る
を
得

な
い
の
で

第
九
「巻

(茜
夘
⊥ハ
號

一
一血
O

)

九

「
四
【

あ
る
。

、

昨
年
十

一
月

の
休
職
條
約
今
年
六
月

の
媾
和
條
約

で

千
曳
は
お
さ
ま
つ
尭
が
、
軍
事
費
文
化
費
の
増
加
は
追

蓑

財
政
・
疑

・
・
で
遭

う
。
最
初
私
・
馨

利

知

得
枕
の
根
讐

レ
て
牧
人
岳

會
政
讐

の
二
つ
の
目

咽
)

的
を
擧
げ
な
。
然
し
戦
争
が
止
む
だ
こ
て
、
戦
争
が
起

酌
煩

し
た
波
瀾

に
依

っ
て
得

べ
き
不
勢
所
得
が
俄
に
減
参

る

珊
配

も
の
で
も
無
く
、
耐
會
政
策

の
必
要
が
清
失
す
る
澤
の

鶴
ト

も

の
で
も
無
い
。
否
職
孚
の
爲
め
に
好
影
響
を
受
け
た

鰍
鴎

我
国

`
し
て
は
、
戦
後

の
政
造
時
代
こ
.そ
分
配
の
憂
動
.

灘濟
、税

.

更

に
甚

し
く
、
財
政
.の
困
難

益

々
加
は

る
の
で
あ

っ
て
、

握
租

却

っ
て
問

題

は
今
後

に
存

す

る
の
で
あ
る
。
官

吏
増
俸

灘

に
財
源
無
き
を
か
こ
つ
に
先
立
ち
、
富
豪
の
豪
奢

を
憤

を
永

慨
・
箭

・
、
望

・
馨

利
得
婁

如
早

・
・
か

甥　
そ

の
大
問
題

を
考

へ
ね
ば
な
ら

譲
。
戦
時
利
得
税
を
超
過

特
利

利
得
税

に
引
直
し
之
に
永
続
性
を
奥

ふ
る
事
は
、
學
潔

獺
鞭

の
高
調
し
て
止
ま
ね
所
で
あ
る
。
洋

の
西
に
在
り
て
事

止
血

博
薄

情
を
里
ハに
せ

る
猫
逸

の
新
税
法
を
紹
介
す
る
の
も
、
…貫

州
帳

は
我
国
財
政

の
現
状

の
焦
眉

の
急
を
救
ふ
.に
役
立

つ
こ

イ
.ー-

萄

ご

あ

る

べ

き

を

思

ふ

か

ら

で

あ

る
。

(
八

・
一
〇

・
八

)

融


